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本日、長野県人事委員会は、議会及び知事に対し、職員の給与等に関する報告

及び勧告を行いました。 

 

本委員会では、従来から、職員の給与について、国及び他の地方公共団体の職

員及び民間事業の従事者の給与等との均衡を図り、社会一般の情勢を的確に反映

させることを基本としてまいりました。 

 

本年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を考慮し、勧告の基礎と

なる民間給与の実態調査を、例年より時期を遅らせた上で、２回に分けて実施し

ました。ボーナス（昨年８月から本年７月までの賞与等）の支給状況等に関する

調査については、６月 29日から実地によらない方法により先行して実施し、実地

が基本となる月例給に関する調査は、民間事業所の従業員の給与（本年４月分の

給与）について、感染予防対策を徹底した上で、８月 17日から実施しました。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、企業活動に大きな影響を受けて

いる中での調査となりましたが、ボーナスの支給状況等に関する調査の完了率は

非常に高いものとなりました。調査に対して御理解と御協力をいただいた民間事

業所の皆様に対し、心から御礼申し上げます。 

 

今回の勧告では、ボーナスについて、民間事業所における直近１年間の支給割

合が、職員の支給月数を下回っていたことから、年間 4.40月分に引き下げること

としました。 

月例給については、調査結果に基づき改めて必要な報告及び勧告を行うことと

します。 

 

また、人事管理に関する課題については、新型コロナウイルス感染症に係る本

委員会の取組、人材の確保・育成・活用、仕事と家庭の両立支援の推進と勤務環

境の整備等、働き方改革と時間外勤務の縮減について報告しました。 

 



昨年の令和元年東日本台風による自然災害や近時の新型コロナウイルス感染症

の感染拡大などの危機的な事態が次々と発生する中、県民の安心・安全な暮らし

を守るため、日々全力で職務にまい進する職員各位に対し、心から敬意を表しま

す。 

今後とも全体の奉仕者としての責務を深く認識し、より高い倫理観と使命感を

持って、公務に対する県民の期待と信頼に応えるべく一層職務に精励するよう要

望します。 

 

人事委員会の給与勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、職員の給与

水準を社会一般の情勢に適応させる機能を有するとともに、行政の安定的な運営

にも寄与しているものです。 

 

議会及び知事におかれましては、この勧告制度の趣旨を御理解いただき、勧告

どおり実施されるよう要請します。 

 

県民の皆様におかれましては、多様化・複雑化する行政課題に応えるべく日々

職務に精励している職員の適正な処遇の確保のために行う給与勧告制度の意義に

ついて、御理解を賜りますようお願いします。 


